
令和８年度 市民税・都民税申告書 手引き （調布市）

【申告についてのお問い合わせ先・郵送先】 調布市役所 市民部 市民税課 市民税係 税率については

ホームページを

御確認ください
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※１ 所得控除額は，総所得金額から優先的に控除します。

※２ 令和６年度から市民税・都民税の課税額に合わせて国税の森林環境税（年額1,000円）が賦課徴収されます。

市民税・都民税の計算方法

課税される収入がなかった方の記入欄
・課税される収入がなかった方は，申告書表面「収入のなかった方」の□に をして，申告書裏面「収入のない期間があった方の記入欄」の該当
する箇所に御記入ください。

次に該当する場合は，市外に住む配偶者に均等割

（年税額4,000円）が課税されます。

（地方税法第294条第１項第２号）

（１）配偶者が市外に住んでいる

（２）配偶者の単独名義で所有または賃貸等契約する家

屋敷（アパート・マンション・社宅を含む）が調

布市にあり，家族が居住している

（３）配偶者が他市区町村において令和８年度個人住民

税が課税されている（海外居住者含む）

医療費控除の明細書
明細書の添付がないと医療費控除は受けられません（領収書の添付は不要です）｡
●「医療を受けた方」「病院・薬局等」ごとにまとめた領収書をもとに，支払った医療費を集計し，記入してください。
（領収書１件ごとに記入する必要はありません｡）
●医療保険者が発行した「医療費通知」（「医療費のお知らせ」など）を添付すると，その通知に記載されている部分は，明細書の作成を省略
できます。

●算出された合計額○を表面○の「支払った医療費等」欄に，○を「保険金などで補填される金額」欄にそれぞれ転記してください。Ａ 31 Ｂ

（表面に記載がない場合，医療費控除として計上されません｡）

個人番号（マイナンバー）の確認

・個人番号を記載した申告書を提出する場合は，次の書類をご用意ください。郵送で提出する場合は，写し
をお送りください。

本人が申告書を作成する場合は，次の１・２いずれかの書類
（家族が提出する場合は写しをお持ちください）

１

２

個人番号カード（マイナンバーカード）

通知カードと身分証明書

◎申告書を郵送される方は，手引きを参照のうえ，申告書に必要事項を記入し，所得や控除の証明できるもの等を同封してください。

なお，封筒には必ず切手を貼付のうえ，差出人の住所・氏名等を明記してください。

◎収受日付印のある市民税・都民税申告書の受付書が必要な場合は，返信用封筒（宛名を記入のうえ，切手を貼付してください｡）

を同封してください。

代理人が申告書を作成する場合は，次の１～３すべての書類

代理人の身分証明書

１

２

３

代理権確認
（右のいずれか）
代理人の身元確認

（任意代理人の場合）委任状
（法定代理人の場合）戸籍謄本

《身分証明書の例》
運転免許証・旅券（パスポート）・身体障害者手帳・療育手帳
・精神障害者保健福祉手帳・在留カード等
本人の番号確認 本人の個人番号カードまたは通知カードの写し

品 名
ファイル№

調布市／申告の手引き
ML0720AS7M

ア ミ 線 数
ア ミ ％

サ イ ズ
Ｃ

420ミリ×297ミリ
１Ｃ

F.K. 2025.12.19 ML0720AS7M

※１ ※２

※分離課税の申告方法については
市民税課までお問い合わせください。

（市ＨＰ）

【郵送で申告書を提出される方へ】

《身分証明書の例》
運転免許証・旅券（パスポート）・身体障害者手帳・療育手帳・
精神障害者保健福祉手帳・在留カード等

※調布市公式ホームページでも申告書の作成ができます。作成後印刷し，添付書類を同封うえ，市民税課まで郵送してください。

【ふるさと納税額や市民税額の試算，申告書の作成】

トップページ＞暮らし・手続き＞税金＞個人市民税＞個人住民税の計算

https://www.city.chofu.lg.jp/030010/p014018.html

（市ＨＰ）

外部リンク先「税額シミュレーション

システム」にて申告書の作成ができます。

【記入例】

例）調布太郎さんが〇△病院に通院した場合
２月18日 診療：6,500円 通院費（京王線・〇〇バス）：往復780円 〇〇病院：計12,000円
５月28日 診療：5,500円 通院費（京王線・〇〇バス）：往復780円 通院費：計 1,560円

※「□その他の医療費」欄は，通院費・医療用器具の購入（通常必要なものに限ります｡）などがある場合にチェックします。
※通院費の支払先が乗り継ぎ等により複数ある場合には，記入例のようにまとめて記入しても差し支えありません。

（1）医療を受けた方の氏名 （2）病院・薬局医薬品などの名称 （3）医療費の区分 （4）支払った医療費の額 （5）（4）のうち生命保険や社
会保険などで補填される額

○△病院
〃

調布 太郎
京王線・○○バス

□診療・治療 □介護保険サービス
□医薬品購入 □その他の医療費
□診療・治療 □介護保険サービス
□医薬品購入 □その他の医療費

12,000円
1,560円

13,560円○Ａ 0円○Ｂ合 計

○31

医療費控除

支 払 っ た 医 療 費 等 保険金などで補填される金額
円 円

※合計額○を表面○の「支払った医療費等」欄に，○を「保険金などで補填される金額」欄にそれぞれ転記してください。Ａ 31 Ｂ

セルフメディケーション税制

医療費控除を申告する際，セルフメディケーション税制を選択する場合は，申告書表面「医療費控除」欄の区分に「１」と記載してください。

※医療費控除とセルフメディケーション税制の両方適用はできません｡ 医療費控除区
分１

〒182-8511 東京都調布市小島町２丁目35番地１ 電話番号：042-481-7111（代表） 042-481-7193～7197（直通）

◎電子申告（オンライン）で提出される方は，「eLTAX個人住民税電子申告システム」の申告フォームに必要事項を入力し，所得や控除の証

明できるもの等をデータで指定の場所に添付してください。詳細は以下のホームページを御確認ください。

【電子申告で提出される方へ】

【市・都民税（住民税）の申告】

トップページ＞暮らし・手続き＞税金＞個人市民税＞個人住民税の申告

https://www.city.chofu.lg.jp/030010/p014029.html

外部リンク先「eLTAX個人住民税電子申告

システム」にて申告できます。

（市ＨＰ）

○31



品 名
ファイル№

調布市／申告の手引き
ML0721AS7M

ア ミ 線 数
ア ミ ％

サ イ ズ
Ｃ

420ミリ×297ミリ
１Ｃ

F.K. 2025.12.24 ML0721AS7M

申告書の書き方（令和７年1月1日から令和７年12月31日までの内容）

①住所・氏名等

令和８年１月１日現在の住所，氏名等を記入してください。※「現住所」は１月１日の住所と同様であれば記入不要です｡

②主な所得金額

営 業 卸売業・小売業・サービス業など事業の経営による所得のほか，作家，外交員，俳優などの職業による所得
農 業 農作物の生産，果樹栽培，家畜の飼育などによる所得
不動産 貸家，貸間，貸アパート，貸地などによる所得
「１収入金額等」欄には，昨年中に収入が確定した金額を記入してください。
「２所得金額」欄には，「収入金額等」欄の金額から必要経費を差し引いた金額を記入してください。
※申告書裏面の「７事業・不動産所得に関する事項」に内訳もあわせて記入してください。
利 子 公社債や預貯金の利子，公社債投資信託や貸付信託などの分配による所得（源泉分離課税分は除く）
配 当 株式または出資の配当，剰余金の分配，投資信託（公社債投資信託などを除く）などの収益の分配による所得

「１収入金額等」については，総合課税分として申告する配当収入を記入してください。
「２所得金額」については，「収入金額等」欄の金額から株式などの元本の取得に要した負債の利子を差し引
いた金額を記入してください。
※配当割額控除額がある場合は，申告書裏面の「14配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除に関する事項」に
金額を記入してください。

※分離課税で申告する場合は，申告用紙が別になりますので，お問い合わせください。
※令和６年度以降，上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等について，所得税と住民税の課税方式を一致させ
ることにより，異なる課税方式を選択できなくなりました。

給 与 俸給，給料，賞与などによる所得
「１収入金額等」欄には，昨年中に収入が確定した金額で，源泉徴収前の金額を記入してください。
「２所得金額」欄には，以下の表を用いて算出された金額を記入してください。
源泉徴収票または給与明細書が無い方は，申告書裏面の「６給与所得の内訳」を記入してください。

給与等の収入金額（Ａ）

③主な所得控除
社会保険料控除
あなたや生計を一にする親族の社会保険料（国民健康保険・後期高齢者医療保険・
介護保険・国民年金等）を支払った場合の控除

小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済制度に基づく掛金，地方公共団体の心身障害者扶養共済に基づく掛
金，確定拠出年金の掛金などを支払った場合の控除

生命保険料控除
あなたや親族が受取人の一般生命，介護医療，個人年金の保険料を支払った場合の
控除

地震保険料控除
あなたや生計を一にする親族が所有する住宅・家財などに対して，地震保険料や旧
長期損害保険料を支払った場合の控除

医療費控除
あなたや生計を一にする親族のために支払った医療費がある場合の控除
※「医療費控除の明細書」の書き方については，本手引きの表面を御確認ください｡

（セルフメディケーション税制）
健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている方が，あな
たや生計を一にする親族のために特定一般用医薬品等を購入した場合の控除
※医療費控除とセルフメディケーション税制の両方適用はできません。
セルフメディケーション税制の場合は「医療費控除」欄の区分に「１」と記載し
てください｡

900万円以下

納税義務者
900万円超
950万円以下

11万円
13万円
11万円
11万円
９万円
７万円
６万円
４万円
２万円
１万円

適用なし

22万円
26万円
22万円
21万円
18万円
14万円
11万円
８万円
４万円
２万円

33万円
38万円
33万円
31万円
26万円
21万円
16万円
11万円
６万円
３万円

合計所得金額

58万円以下

58万円超 100万円以下
100万円超 105万円以下

110万円超 115万円以下
115万円超 120万円以下
120万円超 125万円以下
125万円超 130万円以下
130万円超 133万円以下
133万円超

105万円超 110万円以下配

偶

者

控除の区分

配 偶 者 控 除
老人配偶者控除

配偶者特別控除

身体障害者手帳１・２級，愛の手帳１・２度，精神保健福祉手帳１級の方など

特別障害者のうち，あなたや配偶者もしくは生計を一にする親族と同居している方

特別障害者以外の障害者

控除額

30万円

53万円

26万円

控除の区分

特 別 障 害 者

同居特別障害者

普 通 障 害 者

年 齢
区 分

（Ｂ）－600,000円1,300,000円未満

1,300,000円以上 4,100,000円未満

4,100,000円以上 7,700,000円未満

7,700,000円以上10,000,000円未満

10,000,000円以上

3,300,000円未満

3,300,000円以上 4,100,000円未満

4,100,000円以上 7,700,000円未満

7,700,000円以上10,000,000円未満

10,000,000円以上

65歳
以上

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額

1,000万円以下

（Ｂ）×75％－275,000円

（Ｂ）×85％－685,000円

（Ｂ）×95％－1,455,000円

（Ｂ）－1,955,000円

（Ｂ）－1,100,000円

（Ｂ）×75％－275,000円

（Ｂ）×85％－685,000円

（Ｂ）×95％－1,455,000円

（Ｂ）－1,955,000円

（Ｂ）－500,000円

1,000万円超2,000万円以下

（Ｂ）×75％－175,000円

（Ｂ）×85％－585,000円

（Ｂ）×95％－1,355,000円

（Ｂ）－1,855,000円

（Ｂ）－1,000,000円

（Ｂ）×75％－175,000円

（Ｂ）×85％－585,000円

（Ｂ）×95％－1,355,000円

（Ｂ）－1,855,000円

（Ｂ）－400,000円

2,000万円超

（Ｂ）×75％－75,000円

（Ｂ）×85％－485,000円

（Ｂ）×95％－1,255,000円

（Ｂ）－1,755,000円

（Ｂ）－900,000円

（Ｂ）×75％－75,000円

（Ｂ）×85％－485,000円

（Ｂ）×95％－1,255,000円

（Ｂ）－1,755,000円

公的年金等の収入金額
の合計額（Ｂ）

配当割額控除額・株式等譲渡所得割額控除額
配当所得や株式譲渡所得を申告する方で，源泉徴収された住民税がある場合は，申告書裏面の「14配当割額又は株式等
譲渡所得割額の控除に関する事項」に金額を記入してください。
寄附金に関する事項
寄附金の合計額が2,000円超の場合，申告書裏面の「15寄附金に関する事項」の各項目に寄附金額を記入してください。
徴収希望
給与所得者で給与・年金以外の所得にかかる住民税の納付方法について，申告書表面の「５給与・公的年金等に係る所
得以外の市町村民税・道府県民税の納税方法」欄の希望する方法に を入れてください。

≪給与所得の計算≫
給 与 所 得 金 額

650,999円まで
651,000円～1,899,999円
1,900,000円～3,599,999円
3,600,000円～6,599,999円
6,600,000円～8,499,999円

8,500,000円以上

（Ａ）－650,000円
0円

（Ａ）÷4（千円未満切り捨て）＝（Ｂ）
（Ｂ）×2.8－80,000円
（Ｂ）×3.2－440,000円

（Ａ）×90％－1,100,000円
（Ａ）－1,950,000円

雑（公的年金等） 年金，恩給などの所得（遺族年金・障害年金は除く）
「１収入金額等」欄には，昨年中に支給された金額で，源泉徴収前の金額を記入してください。
「２所得金額」欄には，以下の表を用いて算出された金額を記入してください。

≪公的年金等の所得の計算≫

Ｓ36.1.1
以前生

65歳
未満

Ｓ36.1.2
以降生

雑（業務） 原稿料，講演料，シルバー人材センターの配分金，食料品配達などの副収入による所得
雑（その他） 他の所得に該当しない生命保険個人年金などの所得
「１収入金額等」欄には，昨年中に収入が確定した金額を記入してください。
「２所得金額」欄には，「収入金額等」欄の金額から必要経費を差し引いた金額を記入してください。
※申告書裏面の「９雑所得（公的年金等以外）に関する事項」に内訳もあわせて記入してください。
総合譲渡 自動車や機械器具などの資産の譲渡による所得

※譲渡した資産の保有期間が５年以内のもの：「短期」 ５年を超えるもの：「長期」
一 時 賞金，懸賞当せん金，競馬の払戻金，生命保険金などの一時的な所得
「１収入金額等」欄には，昨年中に収入が確定した金額を記入してください。
「２所得金額」欄には，申告書裏面の「10総合譲渡・一時所得の所得金額に関する事項」に内訳を記入し，「ニ 合計
イ＋〔（ロ＋ハ）×－〕」の金額を転記してください。
特別控除額：50万円（収入金額－必要経費が50万円未満の場合はその金額）
譲渡の特別控除額は，①短期，②長期の順に差し引きます。

①

③

②

寡婦控除 ひとり親に該当しない方のうち，次の１か２のどちらかに該当する方（26万円控除）
１ 夫と離婚した後婚姻していない方で，次の（1）～（3）すべてに該当する方
（1）扶養者がいる （2）合計所得金額が500万円以下である
（3）事実上の夫がいない ※住民票の続柄に「夫（未届）」と記載のある方は適用されません。
２ 夫と死別した後婚姻していない方または夫の生死が不明な方で，１の（2）と（3）に該当する方

ひとり親控除 次の（1）～（3）すべてに該当する方（30万円控除）
（1）配偶者がいない方もしくは配偶者の生死が不明な方で，生計を一にする子（他の人の扶養親族では
なく，かつ総所得金額等が58万円以下）を有する

（2）合計所得金額が500万円以下である
（3）事実上の配偶者がいない

※住民票の続柄に「夫（未届）」「妻（未届）」と記載のある方は適用されません。
勤労学生控除 大学などの学生で，次の（1）～（3）すべてに該当する方（26万円控除）

（1）自己の勤労に基づく給与所得等がある （2）合計所得金額が85万円以下
（3）合計所得金額のうち，給与所得等以外の所得が10万円以下

障害者控除 障害者である場合の控除
あなたが障害者である場合に，氏名・手帳等の種類・等級を記入してください

配偶者控除 令和７年12月31日現在（年の途中で死亡した人は死亡日現在）で生計を一にする配偶者や親族（事業
配偶者特別控除 専従者は除く）で合計所得金額58万円以下の場合の控除。配偶者で58万円超133万円以下の場合には，
扶養控除 配偶者特別控除が適用。
特定親族特別控除 19歳～22歳の方で，合計所得金額が58万円超123万円以下の場合は，特定親族特別控除が適用。
●氏名・生年月日・同居・別居の区分・続柄を記入してください。
※別居の際は申告書裏面の「12別居の扶養親族等に関する事項」もあわせて記入してください。

●別居先が国外の場合は，調布市ホームページ「市・都民税（住民税）の申告」から必要書類を御確認いただき，添付
してください。

●配偶者または扶養親族が障害者である場合は，「○障害者控除」欄に氏名・手帳等の種類・等級を記入してください。38

●配偶者特別控除の適用を受ける場合は，「配偶者の合計所得金額」欄もあわせて記入してください。

≪配偶者控除・配偶者特別控除の控除額≫

950万円超
1,000万円以下

※合計所得金額が1,000万円を超える方は配偶
者控除の適用はなくなり，同一生計配偶者と
なります。所得控除はありませんが，障害者
控除の対象には含まれます。

※合計所得金額が1,000万円を超える方は配偶
者特別控除の適用はありません。

※老人配偶者控除は，70歳以上（～S31.1.1生）
の配偶者を有する方が対象です。

控除の区分

≪扶養控除・特定親族特別控除の控除額≫

一般扶養控除
年齢16歳～18歳（Ｈ19.1.2～Ｈ22.1.1生）
年齢23歳～69歳（Ｓ31.1.2～Ｈ15.1.1生）

特定扶養控除
特定親族特別控除

年齢19歳～22歳の方（Ｈ15.1.2～Ｈ19.1.1生）

扶養親族の合計所得金額

58万円以下

控除額

95万円超100万円以下

58万円以下

33万円

45万円

100万円超105万円以下
105万円超110万円以下
110万円超115万円以下
115万円超120万円以下
120万円超123万円以下

58万円以下

58万円超95万円以下
41万円
31万円
21万円
11万円
6万円
3万円
38万円

同居老親等扶養控除
老人扶養の内，あなたや配偶者の直系尊属で，

どちらかと同居している方
58万円以下 45万円

※16歳未満の方は扶養控除の対象にはなりませ
んが，非課税限度額の算定に用います。その
ため該当者がいましたら「16歳未満の扶養親
族」欄に御記入ください。なお，障害者控除
の対象に含まれます。

老人扶養控除 年齢70歳以上の方（～Ｓ31.1.1生）

１
２

※所得金額の
小数点以下
は切り捨て


